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平成１９年第１回訓子府町議会定例会会議録 
 

 

○議事日程(第６日目) 

平成１９年３月１３日（火曜日）       午前１０時００分開議 

 

第１４ 議案第１５号 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について 

第１５ 議案第１６号 町税条例の一部を改正する条例の制定について 

第１６ 議案第２１号 訓子府温泉保養センター設置条例の制定について 

第１７ 議案第 ７号 平成１９年度訓子府町一般会計予算について 

第１８ 議案第 ８号 平成１９年度訓子府町国民健康保険事業特別会計予算について 

第１９ 議案第 ９号 平成１９年度訓子府町老人保健特別会計予算について 

第２０ 議案第１０号 平成１９年度訓子府町介護保険事業特別会計予算について 

第２１ 議案第１１号 平成１９年度訓子府町下水道事業特別会計予算について 

第２２ 議案第１２号 平成１９年度訓子府町水道事業会計予算について 

第２８ 議案第２２号 第５次訓子府町総合計画について 

第２９ 議案第２５号 訓子府町議会委員会条例の一部を改正する条例の制定について 

第３０ 議案第２６号 訓子府町議会会議規則の一部を改正する規則の制定について 

第３１ 請願第 １号 平成１９年度酪農畜産政策・価格対策に関する請願書 

追加日程 

意見書案第１号 平成１９年度酪農畜産政策・価格対策に関する要望意見書 

意見書案第２号 療養病床の廃止・削減の中止等を求める要望意見書 

第３２ 報告第 １号 定期監査結果報告について 

第３３ 報告第 ２号 出納検査結果報告について 
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開議 午前１０時００分 

    ◎開議の宣告 

○議長（柴田喜八君） 皆さん、おはようございます。 

 それでは定刻になりました。 

 ただいまから本日の会議を開きます。 

 本日の出欠の報告をいたします。本日は、１３名の議員の出席であります。 

 そのほか、深見町長、三好福祉保健課業務監、田古選挙管理委員長、鳥山農業委員会会

長から欠席の報告がありました。 

本日の議事日程は、あらかじめお手元に配付したとおりであります。 

 

    ◎議案第１５号、議案第１６号、議案第２１号、議案第 ７号、議案第 ８号、 

議案第 ９号、議案第１０号、議案第１１号、議案第１２号 

○議長（柴田喜八君） １２日に引き続き、予算の質疑を継続いたします。 

 １０款教育費、５項社会教育費２３７ページから１４款予備費及び各調書、２７５ペー

ジまでの質疑を許します。 

 最初に、産業建設常任委員会の質疑を許します。 

（一般会計予算の質疑、答弁についてはテープ保存とし記載省略） 

（議案第７号の歳出１０款教育費（社会教育費）から１４款予備費まで記載省略） 

○議長（柴田喜八君） ここで午前１１時５分まで休憩といたします。 

 

休憩 午前１０時５３分 

再開 午前１１時０５分 

 

○議長（柴田喜八君） 休憩前に戻り会議を再開いたします。 

（記載省略） 

○議長（柴田喜八君） 次に、議案第８号の質疑に入ります。国保事業特別会計予算の全

部となります。予算書２７６ページから３１２ページまでの質疑を許します。 

 総務文教常任委員会の質疑を許します。 

（国民健康保険事業特別会計予算の質疑、答弁についてはテープ保存とし記載省略） 

○議長（柴田喜八君） ここで昼食のため休憩といたします。午後は１時から行います。 

 

休憩 午前１１時５３分 

再開 午後 １時００分 

 

○議長（柴田喜八君） それでは定刻になりました。 

 休憩を解き会議を継続いたします。 

 次に、産業建設常任委員会の質疑を許します。 

（記載省略） 

○議長（柴田喜八君） 次に、議案第９号の質疑に入ります。老人保健特別会計予算の全

部となります。３１３ページから３２８ページまでの質疑を許します。 
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 最初に、産業建設常任委員会の質疑を許します。 

（老人保健特別会計予算の質疑、答弁についてはテープ保存とし記載省略） 

○議長（柴田喜八君） 次に、議案第１０号の質疑に入ります。介護保険事業特別会計予

算の全部となります。３２９ページから３７０ページまでの質疑を許します。 

 最初に、総務文教常任委員会の質疑を許します。 

（介護保険事業特別会計予算の質疑、答弁についてはテープ保存とし記載省略） 

○議長（柴田喜八君） 次に、議案第１１号の質疑に入ります。下水道事業特別会計予算

の全部となります。３７１ページから３９９ページまでの質疑を許します。 

 最初に、産業建設常任委員会の質疑を許します。 

（下水道事業特別会計予算の質疑、答弁についてはテープ保存とし記載省略） 

○議長（柴田喜八君） ここで午後２時５分まで休憩といたします。 

 

休憩 午後 １時５５分 

再開 午後 ２時０５分 

 

○議長（柴田喜八君） 休憩前に戻り会議を再開いたします。 

 次に、議案第１２号の質疑に入ります。水道事業会計予算の全部となります。４００ペ

ージから４１７ページまでの質疑を許します。 

 最初に、総務文教常任委員会の質疑を許します。 

（水道事業会計予算の質疑、答弁についてはテープ保存とし記載省略） 

○議長（柴田喜八君） 以上で質疑を全部終了いたしました。 

 

    ◎議事日程の変更 

○議長（柴田喜八君） お諮りいたします。 

 これより日程の順序を変更し、日程第２８、議案第２２号、日程第２９、議案第２５号、

日程第３０、議案第２６号、日程第３１、請願第１号、日程第３２、報告第１号、日程第

３３、報告第２号を先に審議したいと思います。これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」との声あり） 

○議長（柴田喜八君） 異議なしと認めます。 

 よって、この際、日程の順序を変更し、日程第２８、議案第２２号、日程第２９、議案

第２５号、日程第３０、議案第２６号、日程第３１、請願第１号、日程第３２、報告第１

号、日程第３３、報告第２号を先に審議することに決定いたしました。 

 

    ◎議案第２２号 

○議長（柴田喜八君） 日程第２８、議案第２２号 第５次訓子府町総合計画についてを

議題といたします。議案書７０ページです。 

 平成１８年１２月２１日、第４回定例会において、特別委員会に審査を付託した第５次

訓子府町総合計画についての件が、委員長より報告書が提出されましたので職員に朗読さ

せます。 

 事務局長。 
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○議会事務局長（小野良次君） それでは、議案書７０ページになります。 

 議案第２１号 第５次訓子府町総合計画について 

平成１８年１２月２１日 第５次訓子府町総合計画審査特別委員会に付託した「議案第

７１号 第５次訓子府町総合計画について」の審査の結果について、委員長から次のとお

り報告があった。 

平成１９年３月６日提出 

訓子府町議会議長 柴 田 喜 八 

記以下であります。 

平成１９年２月７日   

訓子府町議会議長 柴 田 喜 八 様 

第５次訓子府町総合計画審査特別委員会   

 委 員 長  高 橋 徳 男  

第５次訓子府町総合計画審査特別委員会審査報告書 

 本委員会は、平成１８年１２月２１日に審査を付託された「議案第７１号 第５次訓子

府町総合計画について」を平成１９年２月５日から２月７日までの３日間、これを審査し

た結果、原案を可決すべきものと決定したので報告する。 

 以上であります。 

○議長（柴田喜八君） 本案は、全議員による特別委員会の審査でありますので、質疑は

省略いたしたいと思います。 

 これより議案第２２号の採決を行います。 

本案を委員長の報告どおりに決定することにご異議ございませんか。 

（「異議なし」との声あり） 

○議長（柴田喜八君） 異議なしと認めます。 

 よって、本案は委員長の報告どおり可決されました。 

 

    ◎議案第２５号 

○議長（柴田喜八君） 日程第２９、議案第２５号 訓子府町議会委員会条例の一部を改

正する条例の制定についてを議題といたします。 

 提出者からの提案理由の説明を求めます。議案書の７３ページです。 

 安藤義昭君。 

○２番（安藤義昭君） それでは議員提案でありますので、私のほうから提案理由を説明

いたします。 

議案第２５号 訓子府町議会委員会条例の一部を改正する条例の制定について 

議案書の７３ページをお開きください。 

 議員提案であります議案第２５号 訓子府町議会委員会条例の一部を改正する条例の制

定について、提案説明をいたします。 

訓子府町議会委員会条例（昭和４９年条例第１８号）の一部を改正する条例を次のよう

に制定しようとするものであります。 

平成１９年３月６日提出。 

 本議案の提出は、所管でもあります、議会運営委員会の所属の委員６名でおります。 
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訓子府町議会議員、安藤義昭、同じく松浦啓博、同じく山本朝英、同じく小坂正利、同

じく渡邉易右エ門、同じく橋本憲治。 

 この改正につきましては、説明にもありますように、地方自治法の一部改正及び議員定

数を現行の１４名から１０名に削減したことに伴いまして、今回、委員会条例を改正しよ

うとするものであります。 

記以下につきましては、議案書７５ページをお開きください。新旧対照表で申し上げた

いと思いますけど、７５ページをお開きください。 

まず、はじめに、第２条「常任委員会の名称、委員定数及びその所管」についてであり

ますが、議員定数の削減に伴いまして、同条例第１号で総務文教常任委員会の定数を「７

人」から「５人」に改め、「収入役所管に関する事務」を「会計管理者所管に関する事務」

に改めるものであります。 

同じく、同条第２号で産業建設常任委員会の定数につきましても、議員定数の削減によ

り「７人」から「５人」に改めるものであります。 

２つ目として、第４条の２の「議会運営委員会の設置」でありますが、先ほどと同様に

議員定数の削減により、同条第２項中の委員の定数を「６人」から「４人」に改めるもの

であります。 

次に３つ目は、第６条の「資格審査特別委員会及び懲罰特別委員会の設置」についてで

ありますが、これにつきましても議員定数の削減により、同条第２項中の委員の定数を「６

人」から「４人」に改めるものであります。 

４つ目は、第７条「委員の選任」についてでありますが、同条の第１項及び第３項にた

だし書きを加えております。 

これにつきまして、現行は委員の指名及び変更については、議長が会議に諮らなければ

なりませんでしたが、改正案では閉会中においては議長が指名・変更ができるように改め

るものであります。 

５つ目ですけども、第１２条「委員長、副委員長、議会運営委員会及び特別委員の辞任」

につきましても、同条第２項にただし書きを加えております。 

この場合も、議会運営委員及び特別委員が辞任しようとするときは、議会の許可を得な

ければなりませんでしたが、改正案では、閉会中においては議長が許可できるよう改める

ものであります。 

６つ目の、第２７条の「記録」につきましては、同条第１項中の「職員をして」を「職

員に」改めるものでありますが、これは、議会用語の整備を行うために改正するものであ

ります。 

続きまして、第２項中「前項」を「前２項」に改めたうえで、同項を第３項とし、第１

項の次に新たに１項を加えております。 

これは、従来、書面でしか認められなかった会議録を、電磁的記録により会議録を作成

できるよう改めるものであります。 

附則でございますが、この条例は、平成１９年５月１日から施行しようとするものでご

ざいます。理由については、今年は議会改選があります。現職議員の任期満了が４月末日

のため、改選後の５月１日からとしております。 

なお、今回の条例改正につきましては、既に各常任委員会に改正内容を説明させていた



 - 99 - 

だいている次第でございます。 

以上、議案第２５号について提案説明をさせていただきました。ご審議の上、ご決定く

ださいますよう、よろしくお願いいたします。 

 以上です。 

○議長（柴田喜八君） これより質疑を行いますけれども、ご質疑ございませんね。 

（「なし」との声あり） 

○議長（柴田喜八君） 討論もありませんね。 

（「なし」との声あり） 

○議長（柴田喜八君） 討論もないようなので、これをもって討論を終了いたします。 

 これより議案第２５号の採決を行います。 

本案を原案のとおり決定することにご異議ございませんか。 

（「異議なし」との声あり） 

○議長（柴田喜八君） 異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

    ◎議案第２６号 

○議長（柴田喜八君） 日程第３０、議案第２６号 訓子府町議会会議規則の一部を改正

する規則の制定についてを議題といたします。 

 提出者からの提案理由の説明を求めます。７６ページです。 

 安藤義昭君。 

○２番（安藤義昭君） それでは、私のほうから議案第２６号について、提案理由を説明

いたします。 

議案第２６号 訓子府町議会会議規則の一部を改正する規則の制定であります。 

 議案書の７６ページをお開きください。 

議員提案であります議案第２６号 訓子府町議会会議規則の一部を改正する規則の制定

について、提案理由の説明をいたします。 

 訓子府町議会会議規則（昭和４９年議会規則第１号）の一部を改正する規則を次のよう

に制定しようとするものであります。 

 平成１９年３月６日提出。 

 本議案の提出者は、所管でもあります、議会運営委員会所属の委員６名であります。 

 訓子府町議会議員、安藤義昭、同じく松浦啓博、同じく山本朝英、同じく小坂正利、同

じく渡邉易右エ門、同じく橋本憲治。 

 この改正につきましては、説明にもありますように、地方自治法の一部改正に伴い、今

回、会議規則を改正しようとするものであります。 

それでは、記以下についてご説明をいたします。記以下につきましては、議案書の７８

ページの新旧対照表によって行います。申し上げたいと思いますけども、７８ページをお

開きください。 

まず、はじめに、第１４条の「議案の提出」につきましてでありますけども、同条第２

項の次に新たに１項を加えております。これは、委員会でも議案提出ができるよう、手続

き規定を設けようとするものであります。 
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 ２つ目として、第２８条の「議場の出入口閉鎖」についてでありますが、これは議会用

語の整備を行うための改正であります。「職員をして」を「職員に」に改めるものでありま

す。 

 ３つ目、第２９条の第１項・第２項も第２８条と同様に、議会用語の整備を行うため改

正でございますけども、「職員をして」を「職員」に改めるものであります。 

４つ目の、第３４条の「選挙に関する疑義」につきましては、「議会」を「会議」の改め

るものであります。 

 ５つ目の、第３８条「議案等の朗読」につきましても、先ほどの第２８条と第２９条と

同様に、議会用語の整備を行うための改正で、「職員をして」を「職員に」に改めるもので

あります。 

 ６つ目の第７３条「所管事務等の調査」につきましては、地方自治法の改正による議会

運営委員会の調査事項の条文が繰り下がったため、同条の第２項中「法第１０９条の２第

３項」を「法第１０９条の２第４項」に改めるものであります。 

 ７つ目の、第１１７条「会議録の記載事項」につきましては、同条第１項中「記載する」

を「記載し、又は記録する」に改めるものであります。これは、先ほどの委員会条例の改

正でも触れましたが、電磁的記録による会議録の作成が可能になったことにより、「記載」

以外に「記録」も対象とし改正するものであります。 

 ８つ目の第１１８条「会議録署名議員」につきましても、電磁的記録による会議録の作

成が可能になったことにより、電磁的記録により作成されている場合の署名に代わる措置

を含めて条文を改正するものであります。 

附則でございますが、この規則は、平成１９年５月１日から施行するものであります。

理由といたしましては、本年は議会改選があり、現職議員の任期満了が４月末日のため、

改選後の５月１日からとしております。 

なお、今回の規則改正につきましては、既に各常任委員会に改正内容を説明させていた

だいている次第でございます。 

 以上、議案第２６号について、提案理由の説明をさせていただきました。ご審議の上、

ご決定くださいますよう、よろしくお願いいたします。 

○議長（柴田喜八君） これより質疑を行います。質疑ございませんね。 

（「なし」との声あり） 

○議長（柴田喜八君） 討論もございませんね。 

（「なし」との声あり） 

○議長（柴田喜八君） これより議案第２６号の採決を行います。 

本案を原案のとおり決定することにご異議ございませんか。 

（「異議なし」との声あり） 

○議長（柴田喜八君） 異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

◎請願第１号 

○議長（柴田喜八君） 日程第３１、請願第１号を議題といたします。 

まずもって紹介議員の説明を求めます。７９ページです。 
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 渡邊守彦君。 

○３番（渡邊守彦君） ただいま議長のお許しをいただきましたので、私の方から請願書

を朗読させていただきます。 

訓子府町議会議長、柴田喜八様。 

平成１９年度酪農畜産政策・価格対策に関する請願書。 

紹介議員、渡邊守彦。 

請願者、北海道常呂郡訓子府町仲町２５番地、きたみらい農業協同組合訓子府支所運営

委員長、菅波嘉孝。 

請願者、北海道常呂郡訓子府町仲町２５番地、訓子府町農民連盟委員長、遠藤保。 

次のページをお開きください。 

（以下、請願書朗読、記載省略） 

 よろしくお願いいたします。 

○議長（柴田喜八君） これより質疑に入ります。質疑は、紹介議員に対する質疑といた

します。ご質疑ありませんか。 

（「なし」との声あり） 

○議長（柴田喜八君） これをもって質疑を終了いたします。 

 お諮りいたします。 

本請願は、委員会付託を省略し、討論に入りたいと思います。これにご異議ありません

か。 

（「異議なし」との声あり） 

○議長（柴田喜八君） 異議なしと認めます。 

 これより討論を行います。討論ございますか。 

（「なし」との声あり） 

○議長（柴田喜八君） 討論がないようなので、これをもって討論を終了いたします。 

 これより請願第１号の採決を行います。 

本請願を採択することに、ご異議ございませんか。 

（「異議なし」との声あり） 

○議長（柴田喜八君） 異議なしと認めます。 

 よって、請願第１号は採択されました。 

 ここで午後３時１０分まで休憩といたします。 

 

休憩 午後 ３時００分 

再開 午後 ３時１０分 

 

○議長（柴田喜八君） 休憩前に戻り会議を再開いたします。 

 ここで、先ほど説明いたしました議案第１２号、平成１９年度水道会計予算の中で、管

網図についての質問がありました。この答弁を保留しておりましたので、水道課長から説

明をさせます。 

 水道課長。 

○水道課長（竹村治実君） 高橋議員から管網図関係のご質問がございました。 
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 大谷水源地から大谷浄水場までの導水管の埋設の位置でございますが、現地には標識等

の設置はしてございませんが、平成９年に調査を行っております。図面からの復元につい

ては可能だと思いますので、そのようなことでご理解をお願いしたいと思います。 

 以上です。 

 

    ◎追加日程の議決 

○議長（柴田喜八君） お諮りいたします。 

ただいま高橋徳男君外６名から、意見書案第１号 平成１９年度酪農畜産政策・価格対

策に関する要望意見書の件が、渡邊守彦君外５名から、意見書案第２号 療養病床の廃止・

削減の中止等を求める要望意見書の件が提出されました。 

 この際、これを日程に追加し、直ちに議題といたしたいと思います。これにご異議ござ

いませんか。 

（「異議なし」との声あり） 

○議長（柴田喜八君） 異議なしと認めます。 

よって、この際、意見書案第１号、意見書案第２号を日程に追加し、議題とすることに

決定しました。 

 

◎意見書案１号 

○議長(柴田喜八君) 意見書案第１号を議題といたします。 

 提出者からの提案理由の説明を求めます。 

 高橋徳男君。 

○１０番（高橋徳男君） ただいまお許しをいただきましたので、意見書案第１号につい

てご説明いたします。 

意見書案第１号 

平成１９年度酪農畜産政策・価格対策に関する要望意見書 

  上記の意見書案を会議規則第１４条の規定により別紙のとおり提出する。 

平成１９年３月１３日 

訓子府町議会議長   柴  田  喜  八   様 

         提 出 者 

                          議 員  高 橋 徳 男 

       議 員  佐 藤 静 基 

       議 員  小 坂 正 利 

       議 員  上 原 豊 茂 

       議 員  小 林 一 甫 

      議 員  渡 邉 易右エ門 

       議 員  橋 本 憲 治 

 次のページをお開き願います。 

 この意見書案の内容につきましては、先ほど説明いたしました請願第１号と同じでござ

いますので、説明は省略させていただきます。 

  以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出します。 
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 平成１９年３月１３日 

北海道常呂郡訓子府町議会議長 柴 田 喜 八 

  衆 議 院 議 長 様 

  参 議 院 議 長 様 

  内 閣 総 理 大 臣 様 

  財 務 大 臣 様 

  外 務 大 臣 様 

  経 済 産 業 大 臣 様 

  農 林 水 産 大 臣 様 

  厚 生 労 働 大 臣 様 

 以上でございます。ご審議の上、ご採択くださいますようよろしくお願いいたします。 

○議長（柴田喜八君） これより質疑を行います。ご質疑ございますか。 

（「なし」との声あり） 

○議長（柴田喜八君） ありませんね。 

 討論もございませんね。 

（「なし」との声あり） 

○議長（柴田喜八君） これより意見書案第１号の採決を行います。 

本案を原案のとおり決定することに、ご異議ございませんか。 

（「異議なし」との声あり） 

○議長（柴田喜八君） 異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

◎意見書案第２号 

○議長（柴田喜八君） 次に、意見書案第２号を議題といたします。 

 提出者からの提案理由の説明を求めます。 

 渡邊守彦君。 

○３番（渡邊守彦君） ただいまお許しをいただきましたので、意見書案第２号について

ご説明いたします。 

意見書案第２号 

療養病床の廃止・削減の中止等を求める要望意見書 

  上記の意見書案を会議規則第１４条の規定により別紙のとおり提出する。 

平成１９年３月１３日 

訓子府町議会議長   柴  田  喜  八   様 

         提 出 者 

                             議 員  渡 邊 守 彦 

       議 員  山 本 朝 英 

       議 員  田 中 與士信 

       議 員  安 藤 義 昭 
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       議 員  松 浦 啓 博 

       議 員  大 坪 勝 廣 

 この要望意見書の説明につきましては、朗読をもって説明にかえさせていただきます。 

 次のページをお開きください。 

（以下、意見書朗読、記載省略） 

  以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出します。 

 平成１９年３月１３日 

北海道常呂郡訓子府町議会議長 柴 田 喜 八 

  衆 議 院 議 長 様 

  参 議 院 議 長 様 

  内 閣 総 理 大 臣 様 

  厚 生 労 働 大 臣 様 

 以上でございます。ご審議の上、ご採択くださいますようよろしくお願いいたします。 

○議長（柴田喜八君） これより質疑を行います。質疑ございませんね。 

（「なし」との声あり） 

○議長（柴田喜八君） 討論もございませんね。 

（「なし」との声あり） 

○議長（柴田喜八君） これより意見書案第２号の採決を行います。 

本案を原案のとおり決定することに、ご異議ございませんか。 

（「異議なし」との声あり） 

○議長（柴田喜八君） 異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

◎報告第１号 

○議長（柴田喜八君） 日程第３２、報告第１号 定期監査結果報告についてを議題とい

たします。 

 職員に報告を朗読させます。 

○議会事務局長（小野良次君） 議案書の８２ページをお開きいただきたいと思います。 

報告第１号 定期監査結果報告について。 

 監査委員から定期監査について、次のとおり報告があった。 

平成１９年３月６日提出、訓子府町議会議長、柴田喜八。 

記、別紙。次のページの８３ページをお開きいただきたいと思います。 

        平成１９年２月２日 

訓子府町議会議長 柴 田 喜 八 様 

                     訓子府町監査委員 四十物 義 雄 

                     訓子府町監査委員 田 中 與士信 

平成１８年度定期監査の結果報告について 

 地方自治法第１９９条第９項の規定によって、平成１８年度の定期監査の結果を報告し

ます。 
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記 

平成１８年度定期監査結果報告書、別紙であります。８５ページをお開きいただきたい

と思います。 

３．監査結果という項目がございます。そこで報告のみを朗読させていただき、それ以

外の報告書の資料につきましては、説明を省略させていただきます。８５ページ。 

３．監査結果。 

平成１８年１１月に実施した建設工事等の現地調査及び平成１８年１２月末日現在にお

ける各会計の予算執行状況、町税等収納状況、補助事業実施状況､学校管理事務状況等につ

いて監査を実施した結果、適正な行財政運営がなされていることを認める。 

 なお、次の事項について対応を望みたいということであります。 

 町税・使用料等の未収額の解消については、担当職員の徴収の成果は認められるところ

であるが、さらなる収入向上のため関係各課との連携を密にとり、効率の良い徴収方法に

より、一層の徴収努力をお願いするものである。 

 なお、滞納繰越の解消については、負担の公平を図る上から、時効が完成する前に時効

中断を図り、不納欠損措置を延ばすべきであり、特に町内在住者については留意が必要で

ある。 

 以上でございます。 

○議長（柴田喜八君） 以上のとおりであります。 

 この報告に対し、質疑を許します。ご質疑ございませんね。 

（「なし」との声あり） 

 以上で、本報告を終わります。 

 

◎報告第２号 

○議長（柴田喜八君） 日程３３、報告第２号 出納検査結果報告についてを議題といた

します。 

 職員に報告を朗読させます。 

○議会事務局長（小野良次君） それでは議案書の９５ページをお開きいただきたいと思

います。 

報告第２号 出納検査結果報告について。 

 監査委員から出納検査について、次のとおり報告があった。 

平成１９年３月６日提出、訓子府町議会議長、柴田喜八。 

出納検査結果報告 

 地方自治法第２３５条の２第１項による例月出納検査を、平成１９年１月１６日町助役

等に対し執行したので、その結果を次のとおり報告します。 

記 

１．出納事務は適法に行われ、異状ないものと認める。 

訓子府町議会議長 柴 田 喜 八 様 

平成１９年１月１６日 

訓子府町監査委員 四十物 義 雄 

訓子府町監査委員 田 中 與士信 
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 ９６、９７ページの表につきましては、説明を省略させていただきます。 

 次に、９８ページをお開きいただきたいと思います。 

出納検査結果報告 

 地方自治法第２３５条の２第１項による例月出納検査を、平成１９年２月９日町長等に

対し執行したので、その結果を次のとおり報告します。 

記 

１．出納事務は適法に行われ、異状ないものと認める。 

訓子府町議会議長 柴 田 喜 八 様 

平成１９年２月９日 

訓子府町監査委員 四十物 義 雄 

訓子府町監査委員 田 中 與士信 

 なお、９９、１００ページの表については、説明を省略させていただきます。 

 以上でございます。 

○議長（柴田喜八君） 以上のとおりであります。 

この報告に対し質疑を許します。ご質問ありますか。 

（「なし」との声あり） 

○議長（柴田喜八君） 以上をもって質疑を終了します。 

 以上で、本報告を終わります。 

 

   ◎散会の宣告 

○議長（柴田喜八君） 以上で、本日の日程は全部終了いたしました。 

 本日はこれにて散会いたします。 

なお、明日は休会です。１５日、午前１０時からとなります。 

ご苦労さまでした。 

散会 午後 ３時２５分 


